松江開府400年祭法被貸出要綱
（趣旨）
第1条　この規程は、松江開府400年祭の法被貸出について、必要な事項を定める。

（使用申込）
第2条　法被を使用するもの（以下「使用者」という）は、あらかじめ、法被使用申込書により松江開府400年祭推進協議会（以下「管理者」という）に申込許可を受けなければならない。

（貸出の基準）
第3条　法被の使用について、その内容が次の各号のいずれかに該当するときは貸出さないことがある。
（1）松江開府400年祭のイメージを損なうおそれのあるとき。
（2）法被の正しい使用方法に従って使用されないおそれがあるとき。
（3）法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。
（4）特定の個人、政党、宗教団体を支援又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。
（5）営利目的の使用であるとき。
（6）その他、管理者が法被の使用について不適当であると認めるとき。

（使用上の遵守事項）
第4条　法被の使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
1.許可された用途のみに使用すること。
2.使用期間を遵守すること。
3.その他、管理者が特に付した条件に従って使用すること。
（原状復帰）

第5条　法被の使用後は、クリーニングを行い、返却する。
第6条　法被を破損または汚損した場合は、使用者の責任と負担により、補修又はクリーニングを行い、原状に復さなければならない。
（管理者の責任）
第7条　法被の使用により、使用者が被った被害に対しては、管理者は一切その責を負わない。

（補則）
第8条　この要綱に定めるものの他、法被の貸出に必要な事項は、管理者が別に定める。

附則
この要綱は、2009（平成21）年　10月　1日より施行する。
法被使用申込書
　　年　　月　　日
　松江開府400年祭推進協議会

事務局長　西尾　俊也　様
　　　　　　　　　　　　　　　　申請者

住所（所在地）　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　








氏名（名称及び代表者名）　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
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